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対比表について 

１ 該当箇所（ページ） 

  修正した箇所を修正した文書の「篇」、「章」及びページを記載 

２ 旧 

  令和４年度に修正した市国民保護計画の文書を見え消しにした文章 

３ 新 

  令和５年度修正案 

４ 変更理由 

  変更した根拠及び理由を記載 
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碧南市国民保護計画新旧対照表 

 

該当箇所 

（ページ） 
旧 新 変更理由 

第 1篇 

第２章 

（ｐ５） 

６ 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施

(国民保護法第９条) 

市は、国民保護措置等の実施に当たっては、高齢者、障

害者（追加）、乳幼児その他特に配慮を要する者（妊産婦、

難病患者、外国人等）(以下「要配慮者」という。)の保護

について留意する。 

また、市は、国民保護措置等を実施するに当たっては、

国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な

実施を確保する。 

（追加） 

６ 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施(国民保護法第９

条) 

市は、国民保護措置等の実施に当たっては、高齢者、障害者（※）、乳幼児そ

の他特に配慮を要する者（妊産婦、難病患者、外国人等）(以下「要配慮者」

という。)の保護について留意する。 

また、市は、国民保護措置等を実施するに当たっては、国際的な武力紛争

において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。 

※人工呼吸器や酸素供給装置、胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養

などの医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」等、保護者だけでは避

難が困難で支援を必要とする障害児等を含む。以下同様とする。 

 

 

 

 県計画の修正に合わせ追

記 
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第１編 

第４章 

（ｐ１１ 

～ｐ１２） 

１ 地理的特徴 

(2) 気候 

碧南市は、西南方向が海に面し、また、太平洋の黒潮

の影響を受けているため、温暖な海洋性の気候となって

いる。 

令和３（追加）年の年間平均気温は、17.5（追加）℃、

最高気温は 38.4（追加）℃、最低気温は-1.9（追加）℃

であった。降雨量は、令和３（追加）年の年間降雨量が

1,520.0（追加）mm であり、夏から秋にかけて多くなっ

ており、冬は少ないのが特徴となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 社会的特徴 

(1) 人口 

碧南市の人口は、令和４（追加）年６（追加）月３０

（追加）日現在、２万９，９０６（追加）世帯、７万２

７７７（追加）人(男３万７，４０５（追加）人、女３万

５，３７２（追加）人)である。 

碧南市全体の人口密度は１,９８４（追加）人/km２で

ある。 

１ 地理的特徴 

(2) 気候 

碧南市は、西南方向が海に面し、また、太平洋の黒潮の影響を受けてい

るため、温暖な海洋性の気候となっている。 

 

令和４年の年間平均気温は、17.2℃、最高気温は 37.8℃、最低気温は

-2.0℃であった。降雨量は、令和４年の年間降雨量が 1280.0mmであり、夏

から秋にかけて多くなっており、冬は少ないのが特徴となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 社会的特徴 

(1) 人口  

碧南市の人口は、令和５年８月３１日現在、３０，１９４世帯、７２，

５７５人(男３７，２９０人、女３５，２８５人)である。 

碧南市全体の人口密度は２，０２３人/km２である。 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

第２編 

第２章 

（ｐ２８） 

４ 避難施設の指定への協力等 

(3) 避難施設の指定に当たっての留意事項 

  ① 学校・公民館・体育館等の施設を（追加）避難所、

（追加）応急仮設住宅等の建設用地、救援（追加）の

実施（追加）場所、（追加）公園・広場・駐車場等の施

設を避難の際の一時集合場（追加）として指定するよ

う県へ情報提供する。 

  ② 爆風等から直接の被害を軽減するための一時避難に

活用（追加）する観点から、コンクリート造り等の堅

ろうな建築物を指定するよう県へ情報提供する。 

４ 避難施設の指定への協力等 

(3) 避難施設の指定に当たっての留意事項 

  ① 学校・公民館・体育館等（削除）を避難者が生活するための避難所、

公園・広場・駐車場等のオープンスペースを応急仮設住宅等の建設用

地、救援（食品の給与及び飲料水の供給、医療の提供等）の実施のた

めの場所（削除）及び（削除）避難の際の一時集合場所として指定す

るよう県へ情報提供する。 

  ② 爆風等から直接の被害を軽減するための一時避難に活用（以下「緊

急一時避難施設」という。）する観点から、コンクリート造り等の堅ろ

うな建築物を指定するよう県へ情報提供する。 

 

 

 

 避難施設としての避難

所、一時集合場所、緊急一

時避難施設を理解しやすく

するため追記 
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第３篇 

第２章 

（ｐ３６） 

１ 市国民保護対策本部の設置(国民保護法第２５条～同法

第３０条) 

(1) 市国民保護対策本部の設置の手順 

  

 ④ 市国民保護対策本部の開設 

 

   市長は、市国民保護対策本部を設置したときは、市

議会、碧南警察署、衣浦東部広域連合及び陸上自衛隊

第１０特科連隊（追加）に市国民保護対策本部を設置

した旨を連絡する 

１ 市国民保護対策本部の設置(国民保護法第２５条～同法第３０条) 

(1) 市国民保護対策本部の設置の手順 

  

 ④ 市国民保護対策本部の開設 

 

 

   市長は、市国民保護対策本部を設置したときは、市議会、碧南警察署、

衣浦東部広域連合及び陸上自衛隊中部方面特科連隊第２大隊に市国民保

護対策本部を設置した旨を連絡する 

 

 

 

 

 

 

 Ｒ６年３月２１日陸上自

衛隊組織改編のため名称変

更 

第３篇 

第２章 

（ｐ３８） 

１ 市国民保護対策本部の設置(国民保護法第２５条～同法

第３０条) 

 

 (5) 市国民保護対策本部の廃止 

   市長は、内閣総理大臣から県知事を経由又は直接、市

国民保護対策本部を設置すべき指定の解除の通知を受け

たときは、遅延なく、市国民保護対策本部を廃止する。

市国民保護対策本部を廃止した場合は、直ちに市議会、

碧南警察署、衣浦東部広域連合及び陸上自衛隊第１０特

科連隊（追加）にその旨を連絡する。 

 

（追加） 

 

 

 

(7（追加）) 現地調整所の設置 

 

(8（追加）) 市国民保護対策本部長の権限 

１ 市国民保護対策本部の設置(国民保護法第２５条～同法第３０条) 

 

 

(5) 市国民保護対策本部の廃止 

  市長は、内閣総理大臣から県知事を経由又は直接、市国民保護対策本

部を設置すべき指定の解除の通知を受けたときは、遅延なく、市国民保

護対策本部を廃止する。市国民保護対策本部を廃止した場合は、直ちに

市議会、碧南警察署、衣浦東部広域連合及び陸上自衛隊中部方面特科連

隊第２大隊にその旨を連絡する。 

 

(7) 県方面本部が設置された場合 

  県は武力攻撃事態等の現地即応体制の強化と市町村に対する県の支援 

体制の強化を図るため、必要に応じて、東三河総局・県民事務所等に方 

面本部を設置する。方面本部が設置された場合は、方面本部経由県対策 

本部に報告調整を行う。 

(8) 現地調整所の設置 

 

(9) 市国民保護対策本部長の権限 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｒ６年３月２１日陸上自

衛隊組織改編のため名称変

更 

 県計画の修正に合わせ追

記 

 

 

 

追記のため番号修正 

 

追記のため番号修正 
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第３篇 

第４章 

（ｐ５４） 

第２ 避難の指示等 

 ５ 避難する市民等の誘導（国民保護法第６２条、同法第

６３条第１項、同法第６９条、同法第７１条及び同法第

７２条） 

(1) 避難実施要領の策定（国民保護法第６１条） 

 

   市長は、避難実施要領を定めたときは、国民の保護に

関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、

市民等及び自主防災会、町内会、学校及び事業所等に伝

達するとともに、市の執行機関、衣浦東部広域連合消防

長、碧南警察署長、名古屋海上保安部衣浦海上保安署長

及び国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の

長（陸上自衛隊第１０特科連隊（追加）長等）並びにそ

の他の関係機関（名古屋鉄道（株）、ジェイアール東海バ

ス（株）及び名鉄バス株会社等）に、第４章第１項「警

報の伝達等」を準用して、通知する。 

第２ 避難の指示等 

 ５ 避難する市民等の誘導（国民保護法第６２条、同法第６３条第１項、

同法第６９条、同法第７１条及び同法第７２条） 

 

(1) 避難実施要領の策定（国民保護法第６１条） 

 

   市長は、避難実施要領を定めたときは、国民の保護に関する計画で定

めるところにより、直ちに、その内容を、市民等及び自主防災会、町内

会、学校及び事業所等に伝達するとともに、市の執行機関、衣浦東部広

域連合消防長、碧南警察署長、名古屋海上保安部衣浦海上保安署長及び

国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長（陸上自衛隊中部

方面特科連隊第２大隊長等）並びにその他の関係機関（名古屋鉄道（株）、

ジェイアール東海バス（株）及び名鉄バス株会社等）に、第４章第１項

「警報の伝達等」を準用して、通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｒ６年３月２１日陸上自

衛隊組織改編のため名称変

更 

第３篇 

第５章 

（ｐ６１） 

４ 救援の実施における留意事項 

③ 医療の提供及び助産 

・ 医薬品、医療資機材（追加）、ＮＢＣ対応資機材等

の所在の（追加）確認（追加）及び不足分は県へ要請

（追加） 

 

・ 医薬品、医療資機材（追加）等が不足した場合は県

へ要請 

 

 ④ 被災者の捜索及び救出 

  ・ 被災者の捜索及び救出の実施についての碧南警察署、

衣浦東部広域連合、陸上自衛隊第１０特科連隊（追加）、

名古屋海上保安部衣浦海上保安署等の関係機関との連携 

４ 救援の実施における留意事項 

③ 医療の提供及び助産 

・ 医薬品、医療資機材（人工呼吸器等に必要な非常用電源を含む）、Ｎ

ＢＣ対応資機材等の所在（削除）を確認（削除）し、県へ（削除）報

告 

 

・ 医薬品、医療資機材（人工呼吸器等に必要な非常用電源を含む）等

が不足した場合は県へ要請 

 

 ④ 被災者の捜索及び救出 

  ・ 被災者の捜索及び救出の実施についての碧南警察署、衣浦東部広域

連合、陸上自衛隊中部方面特科連隊第２大隊、名古屋海上保安部衣浦

海上保安署等の関係機関との連携 

 

 

 県計画の修正に合わせ追

記 

 

 

 

 

 

 Ｒ６年３月２１日陸上自

衛隊組織改編のため名称変

更 

第３篇 

第５章 

（ｐ６２） 

４ 救援の実施における留意事項 

 

⑨ 死体の捜索及び処理 

 ・ 死体の捜索及び処理の実施についての県、碧南警察

署、名古屋海上保安部衣浦海上保安署、陸上自衛隊第

１０特科連隊（追加）及び県等の関係機関との連携 

４ 救援の実施における留意事項 

 

⑨ 死体の捜索及び処理 

 ・ 死体の捜索及び処理の実施についての県、碧南警察署、名古屋海上保

安部衣浦海上保安署、陸上自衛隊中部方面特科連隊第２大隊及び県等の

関係機関との連携 

 

 

 

 Ｒ６年３月２１日陸上自

衛隊組織改編のため名称変

更 
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第４篇 

第３章 

（ｐ９２） 

１ 国民保護措置に要した、国への負担金の請求(国民保護法 

第１６８条) 

 

(2) 関係書類の保管 

 

市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻

撃事態等が継続している場合及び国民保護措置に関し

て不服申し立て又は訴訟が提起されている場合には保

存期間を延長する。 

１ 国民保護措置に要した、国への負担金の請求(国民保護法第１６８条)  

 

 

(2) 関係書類の保管 

 

市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続

している場合及び国民保護措置に関して不服申（削除）立て又は訴訟が

提起されている場合には保存期間を延長する。 

 

 

 

 

 

 

 県計画の修正に合わせ削

除 
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該当箇所 

（ページ） 
旧 新 変更理由 

資料篇 

（ｐ４） 

１－３ 

災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対

する災害派遣手当に関する条例 

 

平成２６年３月２５日条例第２号 

（追加） 

 

 

  第１条 この条例は、災害対策基本法施行令（昭和３７

年政令第２８８号）第１９条又は大規模災害からの復

興に関する法律施行令（平成２５年政令第２３７号）

第４３条の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧

復興のため派遣された職員（以下「派遣職員」という。）

に対する災害派遣手当（武力攻撃事態等における国民

の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第

１１２号）第１５４条の規定による読替え後の武力攻

撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成２４年法律第３１号）第４４（追加）条

（追加）の規定による読替え後の（追加）新型インフ

ルエンザ等緊急事態（追加）派遣手当を含む。以下同

じ。）について定めるものとする。 

 

 

附 則（平成２６年３月２５日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

（追加） 

 

 

 

１－３ 

災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当

に関する条例 

 

平成２６年３月２５日条例第２号 

令和５年１０月２日条例第１８号 

 

 

  第１条 この条例は、災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）

第１９条又は大規模災害からの復興に関する法律施行令（平成２５年政

令第２３７号）第４３条の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧復

興のため派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に対する災害派

遣手当（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成１６年法律第１１２号）第１５４条の規定による読替え後の武力

攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２

４年法律第３１号）第２６条の８の規定による読替え後の特定新型イン

フルエンザ等（削除）対策派遣手当を含む。以下同じ。）について定め

るものとする。 

 

 

 

 

 

附 則（平成２６年３月２５日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年１０月２日条例第１８号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害応急対策又は災 

害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例の規定は、令

和５年９月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 条例の一部改正に伴う

追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条例の一部改正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条例の一部改正に伴う

追記 
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資料篇 

（ ｐ ２ ２

～ｐ２７） 

５ 避難 

５－２ 

避 難 所（追加） 一 覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 避難 

５－２ 

避 難 (削除)施 設 一 覧 

 

 

 

 

 

 

一覧表は次頁に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度地域防災計

画の避難所見直しが行わ

れることから地域防災計

画にあわせ避難所を修正、 

緊急一時避難施設及び一

時集合場所を明確にする

ため追記 
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資料篇 

（ ｐ ２ ２

～ｐ２７） 
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資料篇 

（ ｐ ２ ２

～ｐ２７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 11 - 

 

資料篇 

（ ｐ ２ ２

～ｐ２７） 
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資料篇 

（ ｐ ２ ２

～ｐ２７） 
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資料篇 

（ ｐ ２ ２

～ｐ２７） 
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資料篇 

（ ｐ ２ ２

～ｐ２７） 
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資料篇 

（ｐ３７） 

７ 国民保護計画見直し時の留意する事項 

 (2) 平素からの備え 

イ 避難、救援及び災害対処への備えに関する事項 

○ 市長は、避難行動要支援者その他の自ら避難するこ

とが困難な者の避難を適切に行うため、地域住民、自

主防災組織等の協力を得ながら、平素からこれらの者

の所在把握等に努めるとともに、これらの者が滞在し

ている施設の管理者に対して、火災や地震等への対応

に準じて避難誘導を適切に行うため必要となる措置の

実施に努めるよう要請するものとする。 

（追加） 

７ 国民保護計画見直し時の留意する事項 

 (2) 平素からの備え 

イ 避難、救援及び災害対処への備えに関する事項 

○ 市長は、避難行動要支援者その他の自ら避難することが困難な者の

避難を適切に行うため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、

平素からこれらの者の所在把握等に努めるとともに、これらの者が滞在

している施設の管理者に対して、火災や地震等への対応に準じて避難誘

導を適切に行うため必要となる措置の実施に努めるよう要請するもの

とする。 

なお、障害児の場合、支援区分がないが、保護者のみでは避難行動が

困難である可能性の高い重症心身障害児や医療的ケア児は、障害児通所

支援における基本報酬や加算の情報により把握する方法もあるため留

意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県計画の修正に合わせ

追記 


